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ＤＢオンラインサービスで追加加入手続きを行う際の留意点について２回にわたってご説明します。今回はその２回目で、
「１．基準給与（ポイント）の入力方法」と「２．追加加入手続き漏れがあったときの対応」について説明します。

１．基準給与（ポイント）の入力方法

追加加入手続き画面の「基準給与」や「加入前ポイント」の項目につきましては、団体様の制度内容によって入力要否および入
力内容が異なります。

制度内容
項目名 詳

細基準給与 基準給与２ 加入前ポイント額

a.ポイント制
方式

加
入
者
状
態

ア．資格取得年月日前日までの

ポイント積立てがある加入者
単年度ポイント額

入社日から資格取得年月日
前日までのポイント累計額

入社日から資格取得年月日
前日までのポイント累計額

Ｐ２

イ．資格取得年月日前日までの

ポイント積立てがない加入者
単年度ポイント額 一律「１」 ー Ｐ３

b.退職時給与比例方式 基準給与額 ー ー Ｐ４

c.キャッシュバランス方式
（拠出付与額が右記金額に応じて算出される制度）

基準給与額
もしくは

単年度ポイント額
ー ー Ｐ５

d.加入者期間別定額方式 ー ー ー Ｐ６
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次ページ以降、それぞれの制度内容に応じ解説いたします。

「ー」は入力不要です。

・届出いただく基準給与やポイントの具体的な定義につきましては、確定給付企業年金規約の基準給与に関する定めをご確認ください。
・基準給与（ポイント）を２種類使用する制度のときは、上記にかかわらず手続き画面の右上にある「留意事項」を参照のうえお手続き
ください。
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a.ポイント制方式のとき
ポイント制方式とは、加入者の退職時までのポイント累計額に、加入者期間に応じた年金支給率または
一時金支給率を乗じて年金月額または一時金額を算定する方式です。

入社日から資格取得年月日前日までのポイント累計額を入力ください。

ポイント単価を乗じた金額を
入力ください。

150000

項目 入力内容 その他連絡事項

基準給与
単年度ポイント額
（単年度ポイント数×ポイント単価）

必ず、ポイント単価を乗じた金額を
入力ください。

基準給与２
入社日からの資格取得年月日前日
までのポイント累計額

・必ず、ポイント単価を乗じた金額を入力ください。
・「基準給与２」と「加入前ポイント額」は
同額を入力ください。加入前ポイント額

50000

50000
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ア．入社日から資格取得年月日前日までのポイント積立てがある加入者
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１

資格取得年月日前日時点でポイント累計額
が０円のときは「１」を入力ください。

ポイント単価を乗じた金額を
入力ください。

150000

項目 入力内容 その他連絡事項

基準給与
単年度ポイント額
（単年度ポイント数×ポイント単価）

必ず、ポイント単価を乗じた金額を
入力ください。

基準給与２ 一律、「１」
資格取得年月日前日時点で
ポイント累計額が０円のときは「１」を
入力ください。

※「加入前ポイント額」への入力は不要です。

イ．入社日から資格取得年月日前日までのポイント積立てがない加入者（ポイント累計額が０円）
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ｂ．退職時給与比例方式のとき

退職時給与比例方式とは、加入者の退職時給与等に加入者期間に応じた年金支給率または
一時金支給率を乗じて年金月額または一時金額を算定する方式です。
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235000

項目 入力内容 その他連絡事項

基準給与 資格取得年月日時点の基準給与 ー

資格取得年月日時点の基準給与を
入力ください。
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ｃ．キャッシュバランス方式のとき

キャッシュバランス方式とは、制度内に設けられた加入者ごとの仮想の口座で、予め定めた拠出付与額を付与し、

その残高に対する利息を合計した元利合計額（＝仮想個人勘定残高）を元に年金や一時金を算定する方式です。

項目 入力内容 その他連絡事項

基準給与
確定給付企業年金規約に定める拠出付与額の算定の基礎とな

る基準給与（単年度ポイント額）

ポイントを使用する制度のときは必ず、

ポイント単価を乗じた金額を入力ください。

入社日から資格取得年月日前日までに積みあがった仮想個人勘定残高があるときは「移行ポイント」 入力画面

にて資格取得年月日前日時点の仮想個人勘定残高を入力ください。

項目 入力内容 その他連絡事項

第１基準給与
資格取得年月日前日時点の

仮想個人勘定残高
基準給与ではなく、仮想個人勘定残高を入力ください。

150000

54400

なお、キャッシュバランス方式でも、拠出付与額が基準給与等に基づかない一定額のときは「基準給与」の入力は不要です。
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ｄ．加入者期間別定額方式のとき

加入者期間別定額方式とは、加入者期間別に年金月額や一時金額を予め定額で設定し、各加入者の
加入者期間に応じて給付額を算定する方式です。

入力不要です。

基準給与、基準給与２、加入前ポイント額の入力は不要です。
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団体様の制度内容によっては前ページまでの入力方法と異なることがあります。
手続き画面上部の「留意事項」ボタンが黄色表示されている場合は、必ず対応方法をご確認ください。
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２．追加加入手続き漏れがあったときの対応

資格取得年月日はシステム上１年以上前の日付を設定することができません。
そのため、手続き漏れ等により、手続き画面でシステム的に設定できない遡った資格取得年月日を入力されたときは、
「E10032」というコードのエラーが出力されます。（下図 ）
エラーを解決するための手続き方法は制度によって異なりますので、まず「留意事項」（下図 ）を確認のうえ、
記載内容に応じお手続きください。「留意事項」 に当エラーに関する記載がないときは、「解説」（下図 ）を
ご確認のうえ、お手続きください。 (詳細は９・１０ページの【エラー対応方法】をご覧ください。)

・適切な時期に追加加入手続きを実施するようご留意ください。
（年１回加入の制度では、追加加入月の３か月前から手続きが可能です。）
・もし、手続き漏れが判明したときは、一度、正しい資格取得年月日（過去日付）を入力のうえ手続きを進め、
エラー内容および解決方法を確認ください。解決方法を確認せずに手続きを進めると、場合によっては、掛金が
誤った状態になってしまいます。
・エラー解決の結果、規約に定める資格取得年月日でない日付がシステム上設定されることになりますが、給付額計算
に影響はございません。

１

１

２

２

３

３
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留意事項に「E10032が発生した場合は資格取得年月日を修正せず、CPBSあて解決依頼ください。」と記載が
あるときは、確定給付企業年金規約 第２章 「加入者」の（資格取得の時期）に定められている資格取得年月日を
入力のうえ、CPBSあて解決依頼ください。

【エラー対応方法】 留意事項に「E10032」について記載があるとき

9
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留意事項に「E10032が発生した場合」に関する記載がなければ、「解説」に記載のとおり手続きください。

【エラー対応方法】 留意事項に「E10032」について記載がないとき

年１回加入の制度 → 手続き可能な資格取得年月日（１年以内の資格取得年月日）に修正のうえ、

手続きください。

年１回加入以外の制度 → CPBSあて解決依頼ください。

事務担当者さま向け情報提供サイト
「ＤＢ年金事務サポートＮａｖｉ」
（↑リンクあり）を当社公式ホーム
ページに公開中！

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

年金サービス室 受付時間：月～金曜日午前９時～午後５時

（土日、祝日、12/31～1/3を除く）
0120-307081

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/nenkinweb.html

